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本計画書は、港湾法第三条の三の規定に基づき、 

・平成１６年 ５月 第２７回静岡県地方港湾審議会 

・平成１６年 ７月 交通政策審議会第１１回港湾分科会 

の議を経、その後の変更については 

・平成１８年 ３月 第２８回静岡県地方港湾審議会 

・平成１９年 ２月 第２９回静岡県地方港湾審議会 

・平成２０年 ３月 第３０回静岡県地方港湾審議会 

・平成２１年 ３月 第３１回静岡県地方港湾審議会 

・平成２３年１２月 第３５回静岡県地方港湾審議会 

・平成２４年 ３月 交通政策審議会第４８回港湾分科会 

・平成２７年 ３月 第３７回静岡県地方港湾審議会 

・平成２９年 ３月 第３８回静岡県地方港湾審議会 

の議を経た清水港の港湾計画の一部を変更するものである。 
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変更理由 

クルーズ需要の増大に対応するとともに、外内貿貨物の輸送効率化を

図るため、日の出地区において、公共埠頭計画、旅客船埠頭計画、水域

施設計画及び土地利用計画を変更する。 
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港湾の施設の規模及び配置 

１ 公共埠頭計画及び旅客船埠頭計画 

１－１ 日の出地区 

クルーズ需要の増大に適切に対応するとともに、軽工業品等の外内

貿貨物の効率的な取扱いを図るため、公共埠頭計画及び旅客船埠頭計

画を次のとおり計画する。 

水深１２ｍ 岸壁２バース 延長８２０ｍ（うち４８０ｍ既設） 

［既設の変更計画］HS1,HS2 

旅客船埠頭 水深１２ｍ 岸壁２バース 延長８２０ｍ HS1,HS2 

公共埠頭  水深１２ｍ 岸壁１バース 延長４１０ｍ HS1 

 

  埠頭用地 ６ｈａ [既設の変更計画] 

旅客施設用地２ｈａ、荷捌き施設用地及び保管施設用地 ４ｈａ 

 

 

既設 

水深１２ｍ  岸壁２バース 延長４８０ｍ 

H4,5 

水深７．５ｍ 岸壁２バース 延長２６０ｍ 

H2,3 

水深４．５ｍ 岸壁１バース 延長 ８０ｍ 

H1 

埠頭用地 ６ｈａ（荷捌き施設用地及び保管施設用地） 
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２ 水域施設計画 

係留施設を含む埠頭の計画に対応して、泊地計画を次のとおり変更

する。 

２－１ 泊地 

日の出地区 

水深１２ｍ 面積２ｈａ ［既設の変更計画］ 

既設 

水深１２ｍ 

水深７．５ｍ 

水深４．５ｍ 
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土地造成及び土地利用計画 

港湾施設の計画に対応するとともに、港湾機能の調和を図るため、土

地利用計画を次のとおり変更する。 

 

１ 土地利用計画 

単位：ha 

用途 

 

地区名 

埠 頭 

用 地 

港湾関連 

用  地 

交流厚生 

用  地 

工  業 

用  地 

交通機能 

用  地 
緑 地 合 計 

日の出 
（6） 

6 

（9） 

9 

（6） 

6 
 

（1） 

1 

（4） 

4 

（26） 

26 

注１）（ ）は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する区域の保全に、特に密

接に関連する土地利用計画である。 

注２）端数整理のため、内訳の和は必ずしも合計とはならない。 

注３）今回の変更に係る地区のみ記述した。 
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その他重要事項 

１ 国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点として機能するために必

要な施設 

今回新規に計画する施設及び既設の施設のうち、本港が国際海上輸

送網又は国内海上輸送網の拠点として機能するために必要な施設は以

下のとおりである。 

 

日の出地区 

岸壁２バース 水深１２ｍ 延長８２０ｍ 

  （うち４８０ｍ既設）［既設の変更計画］HS1,HS2 

泊地 水深１２ｍ 面積２ｈａ［既設の変更計画］ 

 

２ 大規模地震対策施設計画 

以下の施設について、大規模地震が発生した場合に物資の緊急輸送、

住民の避難等に供するため、大規模地震対策施設を次のとおり計画す

る。 

 

日の出地区 

水深１２ｍ 岸壁２バース 延長８２０ｍのうち４８０ｍ 

［既設の変更計画］ 

既設 

水深１２ｍ 岸壁２バース 延長４８０ｍ 
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